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は じ め に

人権は、誰もが生まれながらに持っている、人が人として尊重され、自由で幸福に生活してい

くために欠かすことのできない大切な権利で、日本国憲法にも基本的人権として定められ保障

されているものです。

しかし現実には、いじめや児童虐待等の子どもの人権問題、インターネット上での人権侵害、

障がいのある人や外国にルーツがある人、性的マイノリティ、病気にかかわる人等に対する不当

な偏見や差別、部落問題などさまざまな人権問題が依然として存在しています。

さまざまな人権課題について、私たち一人ひとりが日ごろから関心と理解を深め、誰かのこと

ではなく自分のこととして考え行動することが、偏見や差別をなくし、お互いの人権が尊重され

る社会づくりにつながります。

本町では、町民一人ひとりの参加による差別のない住みよいまちづくりの実現に向け「琴浦町

人権尊重の社会づくり条例」を施行し、国が掲げる17項目の人権分野を基本に取り組みを推進

しています。

そしてこのたび、「琴浦町人権尊重の社会づくり条例」の理念や本町の人権に関する諸施策の

基本的な方向を具体化するため、「琴浦町人権施策基本方針」を改訂いたしました。

行政・企業・町民の協働による取り組みを積極的に推進し、あらゆる人権問題に対する正しい

理解と認識を広げ、人権が尊重され、誰もが安全に安心して暮らせる住みよい琴浦町の実現に向

け取り組んで参りますので、みなさまの一層のご理解とご協力をお願いいたします。

最後に、策定にあたり、活発な討議でご審議いただき、貴重なご意見、ご提言をいただきまし

た、琴浦町人権尊重の社会づくり審議会委員のみなさまをはじめ、パブリックコメントをとおし

て多くのご意見をお寄せいただきました町民のみなさまに心から感謝申し上げます。

人権施策基本方針答申

令和５（2023）年 12月 13日 町長室

令和5（2023）年12月

琴浦町長 福本 まり子
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